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告 第11回オンラ″ 公開学習会

講師 弁護士 遠藤 健一

「成長期の部活動により生じた重大な後遺症裁判」

文責 原田敬三 (弁護士)

集  「損害賠償裁判を終えて」

保護者 (当会会員)

浅見洋子 (事務局長)
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はじめに
足立区の中学女子バ レーボール部の部活動

で女生徒 (Hさ んといいます)が スポーツ障

生 菫を負った。高校 。大学を経てもその後遺症

に苦 しみ、ついに裁判 に踏み切 った。

原 田・遠藤他 11名 で取 り組んだ足立区に対

す る損害賠償請求の裁判は、平成 30年 に提

訴 し、成長期の部活動 にお けるスポーツ障害

の重大性 を公判廷で次々と明らかにする中、

裁判官の強い勧告により、令和 5年 3月 に 1

2級後遺症認定の損害賠償和解を勝ち取った。

過酷な練習の実態
Hさ んは平成22年 4月 に公立中学に入学

し、バレーボール部に入部する。
翌年 4月 から女性顧間は、

酷な基礎 トレ (ブ リッジ歩行、 うさぎ

跳びなどを含む)

(l②過剰な土日の練習試合 と過密な練習スケ

ジュール (平均週 37時間)

を全部員に課す。その中でHさ んは、更に正

セッターとしての特訓を受け、顧間の気に入

らない練習態度には、頬を叩 く、ラインズマ

ンのアル ミ製のフラッグで頭 を叩 くなどの

「体罰・パワハラ」を受けた。

週 16時間が部活上限時間とされる中、週

37時間の過密練習は、その身体に過剰な負

荷を与えた。平成 24年 2月 に、「朝起きた

ら身体が棒のようになって動かせなくなる」

状態で発症 した。腰椎隅角解離 (椎体の末端

部分が欠ける)、 腰椎椎間板症、椎間板ヘル

ニアの診断名で平成 28年に症状固定した。

過酷な後遺症
Hさ んは発症後 しばらくの間は、常に腰に

コルセットを装着 し、毎 日リノ` ビリし、その

後、週 2, 3回のリノ`ビリに頻度は下がった

ものの継続を余儀なくされた。

高校入学後 もリノ`ビリは継続する。

しかし体育は運動制限が必要、長時間イス

に座ると痛みが出てきてしまう。大学受験勉

強中も自宅中心にリノ`ビリは継続 した。

大学受験では見事に第一志望校の国立大学

に合格 したものの、通学時の腰への負担、止

成長期のスポーツ障害
Hさ んが過酷な後遺症を負 うことになって し

まった原因は、突発的な事故ではな く、継続的

な過度の運動負荷 (オ ーバーユース)である。

スポーツ活動 に伴 う傷害 は、 「スポーッ外

傷」 と「スポーツ障害」に大きく三分される。

スポーツ外傷は、転倒、衝突など打撲、骨折、

捻挫、肉離れなど。
スポーツ障害は、比較的長期間に繰 り返され

る過度の運動負荷により組織が損傷 した場合で

ある疲労骨折、関節炎、腰椎椎間板ヘルニアな

どで、Hさ んはこれです。

成長期には、成長骨端線の存在によりこの時

期特有の障害が発生する危険がある。野球肘や

テニス肘、ジャンパー膝などが有名です。

成長期の中高生は、背骨の骨がまだ完全に成

長 しきっていない段階で、 ここの障害は将来に

わた り、身体・健康 に影響 を与 え続 ける。ス

ポーツ障害について成入以上に注意が必要な所

以で、原因となるオーバーユースを避 けること

は必須です。

まとめ
Hさ んのご両親は、国会図書館に通 った り、

日本体育協会や日本バレーボール協会に相談に

行った りするなど膨大な労力を払い、地道に数

多 くのスポーツ障害に関する資料を収集 されま

した。主治医の先生も非常に協力的であ り、充

実 した意見書を作成 して くださいました。

こうした証拠の集積によって、原告の主な主

張を取 り入れる形での和解の成立に向けて裁判

所を動かすことができました。

詳細はHさ んの母親の

日時  202J。 12.23(金 )14:00～ 16:30

・ァーマ 那須雪崩事故裁判報告と遭難死し

た顧問教諭の父が語る

報告者 石田弘太郎さん(栃木県弁護士会)

毛塚 辰幸さん(那須雪崩被災者の父)

申込方法 当会のホームページ。メールにて

メールアドレス ulaΩЮ kO「 nOIheya.ip

☆ 申込し縁切り 12月 19日 (火 )まで

成長期|の部活動により生じ
電滲

むことのない痛み、そのため大学で必要な

留学のカリキュラムを消化できないことを

し、入学を諦め、早稲田大学に進学 した。

医師からは、すでに「手術をすることも

ず、治ることもない。」と宣言されている。

就職 した現在も腰の痛みを抱えて働 くも

産をはじめ将来に対する強い不安を抱えて

海外

受容

でき

、出
いる。

第11回公開学習会報告

日 時 2023,9,22(金 )

テーマ「成長期の部活動を考る」

講 師 弁護士 遠藤 健一

☆

第
十
二
回
公
開
学

習
会
の
お
知
ら
せ

‐

鼎

た童大な後遺症裁判

健一弁護士の『季刊教育法冬号』の寄稿を

参照して下さい。 文責 弁護士 原田敬三
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部活動でのスポーツ障害の

損害賠償裁判を

′/~

終えて

′ ′

匁 さらに腰部 は神経が集中している箇所な

ので腰部以外にも

日常的に起 こる痛

は生活をするうえ

を再認識させられ

な状態になること

長い人生が始まる

な出来事でした。

症状がでることもあ り、

みに苦 しみました。腰椎

で大切な部位であること

ました。加齢で同じよう

とは全 く別で、これから

娘 にとつて は本 当に残酷

この度の裁判を通 して、障害を負い後遺

症が残ってしまった原因として、以下の要

因が考えられることが分か りました。

①   ォーバ ーュース による負荷 の蓄

積・集中的あるいは過重な練習量

娘の部活動では適切な休憩や休日が与

えられていませんでした。活動時間が

週16時間を超えると外傷 。障害の発生

率が上がるという日本スポーッ協会や

スポーツ庁の資料があ りますが、娘の

場合は多い時で週64時間以上活動 して

いました。また練習後のクールダウン

もされていませんでした。

②  外傷につながるような動きの強要

スポーツ外傷は防げないものも多いの

ですが、娘の部活動の場合は外傷につ

ながるような危険な行為の強要が顧問

(当 時20代の女性)の指示で繰 り返さ

れていました。

③  指導者の支配行為

指導者からの暴力・暴言 。ノ`ラスメン

ト行為もあ り恐怖心を植え付けられて

いました。猛暑でも長時間、意図的に

水分を与えない虐待行為 もあ りました。

テス ト勉強や検定試験 もさせず、意に

背いたものは見せ しめにして虐める行

為 もありました。常に恐怖心を与え自

分が絶対的な存在だと支配をしていま

した。

この 3つ の要因は、全て公立中学校部活

動ではやる必要のないもので、禁止 されて

いるような事項ばか りで した。現場にいる

大人次第でやめさせ ることができたはずで

す。

私の娘は、公立中学校での部活の誤 った

指導 が原 因で腰椎 と椎 間板 に重度 のス

ポーツ障害を負い、中学2年生のある日の

朝を境 に生活が一変 して しまいました。

本来 は学校や教育委員会 に部活動で何 が

起 こっていたのか一緒 に考 えてほ しかつ

たのですが、全 く向き合 ってもらえず、

スポーツ振興センターの事す らも教 えて

もらえませんで した。それまで健康だっ

た身体 が、数 力月の間で何故 その ような

状態 になったのかを知 るために、損害賠

償 の裁判 を起 こしま した。負傷 してか ら

11年 以上経 った令和 5年 3月 に、裁判 は和

解 とい う形 で終結 しま した。後遺症 の等

級が一部 しか認定 されなかった ことや判

決 までいけなか った ことは残念で したが、

障害 の原 因や過失が「顧問教諭 が成長期

の生徒 を負傷 させ る危険のあ る過度 な練

習 を実施 した こと」 と、子供側 の過失相

殺 も一切 な く、全てが指導す る側 の大人

の責任 と認めてもらえました。

病名は前方腰椎隅角解離 (終板障害)、

腰椎椎問板症、椎間板ヘルニアです。本

来成長期 に成長軟骨 と一体化 して成人 の

骨が出来上が るのですが、その途 中の過

程 で骨 の成長 を阻害 させ られて しまい、

腰椎 はその後 も正常 な形 に成長す ること

がで きませんで した。終板 が損傷 した こ

とで終板 か ら椎間板 に栄養や血液 を送 る

事 が叶わな くな り椎間板 が変性 して しま

いま した。 「腰椎が欠 けたままの為不安

定でずれやすい。治す方法 も改善す る方

法 もな く、修復 もしない。 どうして も悪

化 してい く。悪化 しない ように気 を付 け

て生活す るしかない。」複数 の病院や医

師の診察 を受 けま したが どこも共通 の診

断結果で した。 「学校 の管理下の部活動

でな るような怪我ではない」 と怒 った よ

うに教 えて くれた医師 もいま した。それ

以来 スポーツを諦 め、身体 に負担がかか

らない行動 しか選択で きな くな りま した。

た った一つの腰椎・椎間板 で も、身体 を

支 える 。動 かすな ど多 くの役割があ りま

_  す。
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親 として もその

と懸念 していたので、娘 には「少 しで も

ぉ か しい と思 う が あ った ら教 えて

確
指導者 には問題がある

「

震
郭 をせず、問題として取り上げる様子もなく、

学校と教育委員会に対しては絶望的な気持ち

を抱きました。

実際は毎回誰 もいないところに子供達を連れ

て行って殴ったり、金属の棒で頭や臀部を叩

いた り、至近距離から顔面にボールをぶつけ

た りと、指導とは関係ない暴力行為がありま

した。今思えば、暴力行為を隠ぺいされた段

階で被害届を提出するべきでした。

子供達をさらに傷つけてまで、大人が自分た

ちの立場だけを守るようなことは決して許さ

れることではありません。学校現場で子供は

大人たちを信 じてSOSを 出しているのに、相

手が子供だからといい加減に扱い放置するこ

とによって、大きな被害に繋がつていると思

います。問題が放置されたままでも誰も取 り

締まることもなく、学校教育法や服務規程に

違反 した事実があっても処分されずに済むこ

とはぉかしぃです。ヶ―スが違っていても同

じようなことが世の中でたくさん起きている

のではないのでしようか。同じような被害が

いつまでも無 くならず繰 り返されている状況

に対 して、システムや規定などを見直さなけ

ればいけないと思います。もう学校 と教育委

員会だけに管理を任せ られない、外部に管

理・言1司査を委ね、被害を共有 しなければいけ

ないと強 く思いました。この状況を子供達の

力だけで変えることは不可能です。当たり前

の話ですが、「大人は子供を守る」そんな社

会になってほしいです。

スポーツ障害の訴訟は立証が難 しく私達が

調べた限 りでは判例 も殆どありませんでした。

和解 とはいえ私達の主張が裁判で100%認め

られているので、今後の同じような被害を防

止するためにも私達の例を参考にして役立て

てほしいというのが今の気持ちです。

と

ね」 と常に伝 えていましたが、夕良は

顧間 との関係性1か ら部活動が異常 な状

況であることを(7 えられずにいました。

学校 の中の部活重なとい う密室で起 こって

い ることを親 が矢日る方法は、子供から間

くしかあ りませス 「問題 を親が学校側フ 。

に伝 えてしまっアこら、 自分が親 に百 つた

思 い ます。

ことが顧間 にばれ、顧問か ら何 をされ る

かわか らないのが怖 かった。部活 を辞 め

る くらいの覚 1吾 がない と親 にイ云えること

ができなかった。それ と初 めての部活動

で、異常だ とは思 って も何が異常なのか

子供 だったか ら認識できなかった。」 と、

後 に本人が振 り返 って話 して くれま した。

親 として指導者 に問題 があると懸念 して

ぃただ けに、防 げなか った ことが今 で も

本当に残念で悔 しく思います。

保護者や子供 自身が成長期特有の疾患や

障害 についての知識や、暴力や暴言 な ど

が法律や服務規程で禁止 されてい ること

を、常識 として共有できていた ら問題が

起 きた時点で防止できたのではないか と

この度の裁判 |

指導者からの暴

娘が中学校在籍

施 され、複数の

罰があったと記

は部員全体 に調

罪 もな く簡単 に

しま した。その

を した時 に「体

う私達 の問いに

の3人 は下を向き

明 らかに異常で

て本当に情 けな

の対象ではあ りませんが、

力・暴言行為 に関 しては、

中に体罰 アンケー トが実

生徒達 が勇気 をだ して体

入 し提出 しま した。学校

査 をせず、結果報告や謝

暴力・暴言行為 を隠ぺい

事実 を知 り、学校 と面談

罰 はあったのか ?」 とい

対 し校長・副校長・顧問

絶対 に答 えませんで した。

、その姿 は同 じ大人 とし

く悲 しくな りま した。そ
保護者

の後 の教育委 員会 との面談 の時は頬 に強

い平手打ちを した事実 について「手のひ

らで頬 を押 さえた」 と言葉 をす り替 え私

達 に回答 してきました。事実確認の調査
１
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顧問教諭が成長期の生徒を

負傷させる危険のある過度な

練習を実施したこと」と、子供側
の過失相殺も一切なく、全てが

指導する側の大人の責任と認
めてもらえました。,■11
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八
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「少
年
少
女
に
希
望
を
届
け
る
詩
集
」
に
掲
載

つ

中学二年生の正志さんは、小便で虹を作ることなく、他界しました。
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埼玉医科大学国際医療センター

精神腫瘍科教授 大西秀樹著

河出書房新社

定 価 ¥1,815円 (本体1,650円 )

2017年 に同名で出版された書の増補版。

サブタイ トルに「大切な人を失っても」 とあ

るように、グリーフ (悲嘆)に 関わる著作で

ある。

著者の大西秀樹氏は、精神腫瘍科の教授。

精神腫瘍科 というのはあまり耳にしたことが

ないと思われるが、埼玉医科大学国際医療セ

ンターのHPに よると「精神腫瘍科はがん患

者さん、ご家族 (ご遺族)の 心のケアを行 う

診療科」とのことである。

本著では、精神腫瘍科の専門家である大西

教授によるグリーフケアの実践について、具

体的事例を挙げて論 じられている。

自身の尊父の死をはじめ、主に癌 (白 血病

を含む)で亡 くなった方の遺族について取 り

上げられているが、自死遺族に関しても、少

数ながら取 り上げられている。大西教授は臨

床の精神科医であるので、さすがにエピソー

ドは豊富。内容も興味深いものが多い。

本著では、遺族に対 して言ってはいけない言

葉 も挙げられている。「がんばってね」「あ

なたが しっか りしないとだめ」「元気 ?」

「落ち着いた ?」 「気持ちの整理つ きまし

た」「元気そうね」 l~あ なたより大変な人は

いるのよ」「あなたは大きいのだからまだま

し」「あなたの気持ちはわか ります」。何人

もの遺族の受診をしているので、その言葉は

重い。 うつ病患者に「頑張って」 と言 うべき

でないということは聞 くところであるが、他
の言葉に関 しては期せず して発 してしまって

弁護士 細 川 潔 (当会副代表)

本著の中で特に興味深かったェピソー ドを2つ ほど。

まずは、急性心筋梗塞で夫を亡 くした遺族のケース。

たの急死で辛い状況にあったものの、子 ども達から

の献身的な援助により四十九日を過ぎたあた りから

少しずつ落ち着 くといった状況に。 しかし、 この頃、

突然夫の友人から「あんたが一緒にいて面倒を見て

しヽなかったのか」「お前のせいで死んだんだ !」 等

と罵倒 されるように一。夫 との死別で苦 しんでいる

ところに、このような心無い仕打ちは人災としか言

いようがないと大西教授は述べる。このような人災

を避けるには、まずは死別に関する教育が必要であ

ること。死別は人生の中で一番辛い経験であり、遺

族はその結果 として辛い思いをしていることを知る

べきであると。あとは、傷ついた人を守る場所が必

要なこと。この場所 こそ、死別の知識があ り遺族診

療を数多 く経験 している遺族外来の機能であると大

西教授は述べる。

また、浴槽で夫が急に倒れてそのまま亡 くなった

ケースも。 このケースは、娘が自死 し、その2年後

に夫が急死 したものである。残された妻は、遺族外

来で受診 しつつ、人生の再出発に向けて着実な歩み

を進めつつあつたが、更なる困難が妻を襲 う。夫に

(死亡)退職金が出なかった上に、夫の死が労災と認

められなかったのである。大西教授は遺族外来で受

診を担当していたが、労災については大学の同級生

で友人でもある弁護士に依頼。紆余曲折あったが、

最終的に労災と認定された。大西教授は言 う。遺族

外来で労災の支援をするなど考えもしなかったが実

際に体験 してみるとこれには重要な意義があったと。

遺族には様々な社会問題が生 じた上に、理不尽な扱

いを受けていることも多 く見 られる、遺族に問題が

生 じた時に法律の専門家に今 より気楽に相談できる

システムができるといいなと願っていますとも。

この大西教授の考えは、グリーフケアとリーガルケ

アの連携の必要性 を如実に表 している。 このエピ

ソー ドからは、弁護士である私にも、多 くの気付き

を与えて くれた。

本著には、 この他にも多 くのエピソー ドが掲載 さ

れている。大西教授は臨床の医師だけあって、各エ

ピソー ドは非常にわか りやす く興味深い。グリーフ

ケアに興味がある方に、お薦めしたい ^冊である。いるのではなかろうか。
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